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米子市鳥獣被害防止計画 新旧対照表

新 計 画 （案） 現 行

１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針

（１）被害の現状（令和 3年度）

（２）被害の傾向（米子市での全捕獲頭数）

１ 対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

２ 鳥獣による農林水産業に係る被害の防止に関する基本的な方針

（１）被害の現状（平成２９年度）

（２）被害の傾向

計画年度 令和４年度

（削除）

計画主体 米 子 市

対象鳥獣 イノシシ、ヌートリア、ハシブトガラス・ハシボソガラス（以下「カラス」

という。）、カワウ、ニホンジカ、アライグマ

計画期間 令和 4年度～令和 6年度

対象地域 米子市全域

鳥獣の種類

被害の現状

品 目
被害数値

面積（a） 金額（千円）

イノシシ
果樹（梨・柿等）、水稲など

58 529

ヌートリア 水稲、野菜など 0 0

カラス 梨、りんご、スイカなど － －

カワウ アユ、ヤマメ、イワナなど －

ニホンジカ － － －

アライグマ － － －

○イノシシ

捕獲数は増加傾向にあり、平成 30 年度に 100 頭を超え、令和 2年度には 200 頭を超えてお

り個体数が増加していることが推測される。

被害面積・被害額はともに減少傾向にはあるが、依然として山間部の田・畑・果樹園を中心

に被害が発生しているほか、市街地に近い田・畑にも出没しており、生活被害も発生している。

○ヌートリア

被害は、水稲・野菜（ニンジン・キャベツ・大根）等の農作物への小規模な食害が中心とな

年度 H29 H30 R1 R2 R3

被害額（千円） 1,405 2,141 1,819 484 529

被害面積（ａ） 233 262 223 55 58

計画年度 平成３１年度

計画変更年度 令和２年度

計画主体 米 子 市

対象鳥獣
イノシシ、ヌートリア、ハシブトガラス・ハシボソガラス（以下「カ

ラス」という）、カワウ、ニホンジカ、アライグマ

計画期間 平成３１年度～令和３年度

対象地域 米子市全域

鳥獣の種類

被害の現状

品 目
被害数値

面積（a） 金額（千円）

イノシシ 果樹（梨・柿など）

水稲など
２３３．０ １，４０５

ヌートリア 水稲・野菜など ０ ０

カラス 梨・りんご・スイカなど ０ ０

カワウ アユ・ヤマメ・イワナなど ０ ０

ニホンジカ ― ― ―

アライグマ ― ― ―

○イノシシ

被害作物は主に梨・柿・りんご・水稲で継続して発生している。従来は山間部の果樹園

を中心に被害が発生していたが、近年は市街地に近い田・畑にも出没している。日野川以

東地域においては被害が増加傾向となっている。

○ヌートリア

被害は、水稲・野菜（ニンジン・キャベツ・大根）等の農作物への食害が中心となって

年 度 H26 H27 H28 H29 H30

被害額(千円) １，２０４ １，６８０ １，２７３ １，４０５ －

被害面積(a) １２８．８ １９８ １６０．３ ２３３ －
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（３）被害の軽減目標

（４）従来講じてきた被害防止対策

（３）被害の軽減目標

（４）従来講じてきた被害防止対策

っているが、水路や土手に穴を掘る等の被害も発生している。捕獲数は、平成 28年度の 930

頭をピークに近年は減少傾向にある。

○カラス

近年の捕獲数は約 100～170 羽程度であり、梨・りんご、スイカ等の果樹で継続的に被害が

発生している。

○カワウ

日野川を中心にアユ・ヤマメ・イワナ等の食害が継続しており、日野川水系漁業協同組合に

よる被害防止対策にも関わらず被害は継続発生している。

○ニホンジカ

被害は確認されていないが、県内全域で生息分布が拡大しており、市内における捕獲数も少

ないながらも一定数あるため、生息数増加を未然に防ぐ対策が必要である。

○アライグマ

平成 28 年に青木地区で市内で初めて捕獲され、令和 2年にも 2頭捕獲されている。生息数

の増加を未然に防ぐ対策が必要である。

指標 現状値（令和 3年度） 目標値（令和 6年度）

イノシシ、ヌートリア、カラス、カワウ、ニ

ホンジカ、アライグマ

58.1ａ

529 千円

40ａ

370 千円

従来講じてきた被害防止対策 課題

捕獲等に関

する取組

（捕獲体制）

○全鳥獣対策

被害を受けた農家等が直接又は農

協等を通じて市に連絡され、市は捕獲

業務を委託する猟友会等に捕獲を依

頼している。

○イノシシ

猟友会と捕獲業務委託契約を締結

し、箱わな・くくりわな等による捕獲

を実施。また、農家の被害連絡・市民

の目撃情報等に機敏に対応している。

○全鳥獣対策

被害が予測される地域は、あらかじめ捕

獲体制を整え対応しており被害を最小限

にできるが、被害後に対応する場合は再出

没しないケースもあり捕獲が困難となる

ため事前の啓発が必要である。

また、捕獲従事者の高齢化に伴い、今後

に向けた後進の育成が課題となっている。

○イノシシ

被害後に要請があり、対応が後手にまわ

ることが多く、また人命に関わる懸念もあ

るので、集落での対策や侵入防止柵支援制

度等の啓発を行う必要がある。

いるが、水路や土手に穴を掘るなどの被害も発生している。

ただし、Ｈ２５年度以降は予察対象として捕獲強化していることや目撃報告等により迅

速に対応を行っているため金額、面積ともに数値化が難しい微小なものとなっている。

○カラス

捕獲数は年度によりばらつきがある。被害作物は梨・りんご・スイカ等であり継続して

発生している。

ただし、平成２５年度以降は捕獲開始時期を早める、従事者を増やすなどの対策を講じ

ており、金額、面積ともに数値化が難しい微小なものとなっている。

○カワウ

日野川を中心にアユ・ヤマメ・イワナ等の食害が継続しており、漁協による被害防止対

策にも関わらず被害は減少していない。

○ニホンジカ

被害は確認されていないが、県内全域で生息分布が拡大しており、市内及び隣接町で目

撃が増加しつつあることから、今後被害が発生する可能性がある。

○アライグマ

Ｈ２８年６月に市内青木地区において市内で初めて捕獲され、今後、生息数の拡大及び

被害発生の危険性がある。

指 標 現状値（平成 29年度） 目標値（令和 3年度）

イノシシ、ヌートリア、カラス、カワウ、ニ

ホンジカ、アライグマ

２３３．０a

１，４０５千円

８０．０a

６１８千円

従来講じてきた被害防止対策 課 題

捕獲等に関

する取組

（捕獲体制）

○全鳥獣対策

被害を受けた農家等が直接又は

農協を通じて市に連絡され、市は捕

獲業務を委託している猟友会等に

捕獲を依頼している。

（捕獲体制）

○全鳥獣対策

被害が予測される区域は、予め捕獲体

制を整え対応しており被害を最小限にで

きるが、被害後に対応する場合は再出没

しないケースもあり捕獲が困難となるの

で事前の啓発が必要である。

○イノシシ

捕獲について猟友会と委託契約

し、農家等の要請に機敏に対応して

いる。

○イノシシ

被害後に要請があり、対応が後手にま

わることが多く、また人命にかかわる懸

念もあるので、集落での取組などを啓発

していく必要がある。
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○ヌートリア

猟友会と捕獲業務委託契約を締結

し、被害が予測される区域において箱

わなによる捕獲を実施。また、農家等

の被害連絡・市民の目撃情報等に機敏

に対応している。

○カラス

猟友会と捕獲業務委託契約を締結

し、銃器による捕獲を実施。県下一斉

捕獲の取組も実施している。

○カワウ

猟友会と捕獲業務委託契約を締結

し、銃器による捕獲を実施。

○ニホンジカ

猟友会と捕獲業務委託契約を締結

し、箱わな・くくりわな等による捕獲

を実施。

○アライグマ

年間を通じた捕獲許可を行ってい

る。

○ヌートリア

捕獲実績は平成 28年度をピークに減少

に転じているが、繁殖力が高いため、継続

した捕獲体制をとる必要がある。

○カラス

市街地の畑・ゴミ集積場等の被害が増加

しており、銃器による捕獲ができないの

で、追い払い・箱ワナによる捕獲体制を検

討する必要がある。

○カワウ

現在の捕獲範囲では対応できない個体

も多くなっていることから、範囲の拡大を

検討する必要がある。

○ニホンジカ

近年、10頭に満たない頭数ではあるが毎

年捕獲されている。生息数が少ない段階で

個体数の増加を阻止する必要がある。

○アライグマ

近年では、令和 2年に 2頭捕獲されたの

みだが、生息状況把握を継続する必要があ

る。

防護柵の設

置等に関す

る取組

○侵入防止柵の整備

鳥獣被害防止総合対策交付金を活

用し、侵入防止柵の整備を推進した。

○侵入防止柵の整備

活用件数が少数に留まっているため、農

家等に対する活発な周知・啓発が必要。

継続的に、柵周辺の草刈等の適正な管理

についての啓発が必要。
年度

整備

地区数
延長(m)

R1 3 9,683

R2 0 0

R3 1 638

合計 4 10,321

○ヌートリア

捕獲について猟友会と委託契約

し、被害が予測される区域での捕獲

体制を整えている。また、農家等の

被害連絡、市民の目撃情報に機敏に

対応している。

○ヌートリア

捕獲実績は増加しているが、繁殖力が

高いため減少に至っていない。

○カラス

捕獲について猟友会と委託契約

している。

また、県下一斉捕獲の取組みも実

施している。

○カラス

市街地の畑・ゴミ集積場等の被害が増加

しており、銃器による捕獲ができないの

で、追い払い・箱ワナによる捕獲体制を

検討する必要がある。

○カワウ

捕獲について猟友会と委託契約

している。

○カワウ

現在の捕獲範囲では対応できない個体

も多くなっていることから、範囲の拡大

を検討する必要がある。

○ニホンジカ

平成２８年度より捕獲実施して

いる。

市内及び隣接町で目撃が増加しつつあ

り、生息数が少ない段階で個体数の増加

を阻止する必要がある。

○アライグマ

年間を通じた捕獲許可を行って

いる。

捕獲場所を中心として、生息状況を確

認する必要がある。

防護柵の設

置等に関す

る取組

（侵入防止柵等の設置）

○２戸以上の被害農家、認定農業者

が侵入防止施設等を設置する場合、

設置費の２／３を補助している。

（侵入防止柵等の設置）

○現状では集落全体の農地を囲うに至っ

ていないため、農家へ取り組みの必要性

を啓発する必要がある。
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（５）今後の取組方針

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項

（１）対象鳥獣の捕獲体制

（２）その他捕獲に関する取組

（新設）

（５）今後の取り組み方針

３ 対象鳥獣の捕獲等に関する事項

（１）対象鳥獣の捕獲体制

（２）その他捕獲に関する取組

生息環境管

理その他の

取組

○住民に対する注意喚起

有害鳥獣の目撃情報の機会等を捉

え、住民に対し防災無線等を活用し、

農作物残さ除去・放任果樹の撤去等の

必要性を周知した。

○住民に対する注意喚起

被害発生地域における重点的な被害防

止のための環境管理についての啓発が必

要。

○イノシシ

防除や捕獲について地域をあげた取り組みの強化を図る。

○ヌートリア

市内の幅広い区域で存在が確認されているため、従来の農作物被害防止の観点に加え、外来

生物法に基づく防除対策対象獣として位置付け、猟友会による捕獲体制の一層の拡充を図り、

地域からの完全排除を目指す。

また、農作物の被害防止対策として、農家に対して田畑まわりの草の刈り払い等を促し被害の

削減に努める。

○カラス

果樹等の被害防止に向けて県内一斉捕獲をはじめとする銃器による捕獲体制の拡充を図る

とともに追い払いの強化等を積極的に展開する。

○カワウ

捕獲範囲の拡大を検討していく。

○ニホンジカ

市内で少数ながら一定数の捕獲があることから、生息数が少ない段階で個体数の増加を阻止

していく。

○アライグマ

目撃・痕跡情報により迅速に捕獲対応するとともに、生息状況の把握を図る。

米子市は有害鳥獣捕獲業務について鳥取県猟友会米子地区と委託契約を締結し、有害鳥獣の

駆除捕獲を行っている。

【捕獲従事者の状況】 銃猟従事者 20 名 わな猟従事者 17 名

年度 対象鳥獣 取組内容

令和

4年度

～

6年度

イノシシ

ニホンジカ

・箱わなの整備

・県等が実施する被害防止対策の講習会の参加勧奨

・捕獲従事者の確保

ヌートリア ・箱わなの整備

・捕獲従事者の確保

○イノシシ

防除や捕獲について地域をあげた取り組みの強化を図る。

○ヌートリア

市内の幅広い区域で存在が確認されているため、従来の農作物被害防止の観点に加え、

外来生物法に基づく防除対策対象獣として位置付け、猟友会による捕獲体制の一層の拡充

を図り、地域からの完全排除を目指す。

また、農作物の被害防止対策として、農家に対して田畑まわりの草の刈り払い等を促し

被害の削減に努める。

○カラス

果樹等の被害防止に向けて県内一斉捕獲をはじめとする銃器による捕獲体制の拡充を図

るとともに追い払いの強化等を積極的に展開する。

○カワウ

捕獲範囲の拡大を検討していく。

○ニホンジカ

市内及び隣接町で目撃が増加しつつあり、生息数が少ない段階で個体数の増加を阻止し

ていく。

○アライグマ

目撃・痕跡情報により迅速に捕獲対応するとともに、生息状況の把握を図る。

米子市は有害鳥獣捕獲業務について鳥取県猟友会米子地区と委託契約を締結し、有害鳥獣

の駆除捕獲を行っている。

【捕獲従事者の状況】 銃猟従事者 １８人 わな猟従事者 １０人

年度 対象鳥獣 取 組 内 容

平成

３１

年度

イノシシ ・県等が実施する被害防止対策の講習会の参加勧奨

ヌートリア
・箱わなの導入

・捕獲従事者の確保

カラス
・県等が実施する被害防止対策の講習会の参加勧奨

・捕獲従事者の確保
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（３）対象鳥獣の捕獲計画

（３）対象鳥獣の捕獲計画

アライグマ ・箱わなの整備

・捕獲従事者の確保

カラス ・捕獲従事者の射撃訓練に対する所要経費補助

・県等が実施する被害防止対策の講習会の参加勧奨

・捕獲従事者の確保

カワウ ・捕獲従事者の射撃訓練に対する所要経費補助

・被害防止対策の講習会の開催

・日野川水系漁業協同組合と連携した追払い対策に

資する煙火講習会の開催

捕獲計画数等の設定の考え方

○イノシシ

増加傾向であることを踏まえ、年間 350 頭を目標とする。

※R3 捕獲数･･･R3.12.31 現在の数値、以下同様。

○ヌートリア

平成 28 年のピーク時に比べ捕獲数は減少しているが、地域からの完全排除を目指して、年

間 800 頭を目標とする。

○カラス

年度 H29 H30 R1 R2 R3

捕獲数（頭） 79 151 164 259 184

年度 H29 H30 R1 R2 R3

捕獲数（頭） 599 292 424 384 266

カワウ
・被害防止対策の講習会の開催

・捕獲従事者の確保

ニホンジカ
・県等が実施する被害防止対策の講習会の参加勧奨

・捕獲従事者の確保

令和

２

年度

イノシシ ・県等が実施する被害防止対策の講習会の参加勧奨

ヌートリア
・箱わなの導入

・捕獲従事者の確保

カラス
・県等が実施する被害防止対策の講習会の参加勧奨

・捕獲従事者の確保

カワウ
・被害防止対策の講習会の開催

・捕獲従事者の確保

ニホンジカ
・県等が実施する被害防止対策の講習会の参加勧奨

・捕獲従事者の確保

令和

３

年度

イノシシ ・県等が実施する被害防止対策の講習会の参加勧奨

ヌートリア
・箱わなの導入

・捕獲従事者の確保

カラス
・県等が実施する被害防止対策の講習会の参加勧奨

・捕獲従事者の確保

カワウ
・被害防止対策の講習会の開催

・捕獲従事者の確保

ニホンジカ ・県等が実施する被害防止対策の講習会の参加勧奨

・捕獲従事者の確保

捕獲計画数等の設定の考え方

○イノシシ

増加傾向であることから年間３５０頭を目標とする。

○ヌートリア

増加・減少を繰り返しているが、年間１,１００頭を目標とする。

○カラス

捕獲実績にばらつきがあるが、年間２００羽を目標とする。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

捕獲数 64 74 98 79 －

年度 H26 H27 H28 H29 H30

捕獲数 872 639 930 599 －

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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近年の捕獲実績を踏まえ、年間 200 羽を目標とする。

○カワウ

近年、減少傾向ではあるが継続的な漁業被害が発生しているため、年間 200 羽を目標とす

る。

○ニホンジカ

被害報告はないものの、近年は一定数捕獲されており、今後の生息数及び被害発生を予防

する必要があることから、年間 15 頭を目標とする。

○アライグマ

令和 2年度に 2頭捕獲されたのみではあるが、他の個体の生息が推測されることから、年

間 10頭を当面の目標とし、地域からの目撃情報を収集し、効果的な捕獲体制を整備する。

年度 H29 H30 R1 R2 R3

捕獲数（頭） 173 96 144 124 115

年度 H29 H30 R1 R2 R3

捕獲数（頭） 138 109 75 67 85

年度 H29 H30 R1 R2 R3

捕獲数（頭） 5 7 9 5 8

年度 H29 H30 R1 R2 R3

捕獲数（頭） 0 0 0 2 0

対象鳥獣
捕獲計画数等

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度

イノシシ 350 頭 350 頭 350 頭

ヌートリア 800 頭 800 頭 800 頭

カラス 200 羽 200 羽 200 羽

カワウ 200 羽 200 羽 200 羽

ニホンジカ 15頭 15 頭 15 頭

アライグマ 10頭 10 頭 10 頭

捕獲等の取組内容

（米子市全域）

○イノシシ

捕獲手段：囲いわな・箱わな・くくりわなとし、止め刺しに銃器を基本とする。

実施予定時期：通年（狩猟期を除く）

○ヌートリア

捕獲手段：箱わなを基本とする。

実施予定時期：通年

○カワウ

増加傾向であることから年間２５０羽を目標とする。

○ニホンジカ

目撃情報が増加しており、今後、急激に被害が増加、拡大することが予想され、全国的

に深刻な問題になっていることから、年間１５頭を当面の目標とし、地域から目撃情報を

集め効果的な捕獲体制を整備する。

○アライグマ

捕獲個体以外の生息が予想されることから、年間１０頭を当面の目標とし、地域から目

撃情報を集め効果的な捕獲体制を整備する。

捕獲数 80 71 112 173 96

年度 H26 H27 H28 H29 H30

捕獲数 120 120 107 138 －

年度 H26 H27 H28 H29 H30

捕獲数 － － － 5 －

対象鳥獣
捕 獲 計 画 数

平成３１年度 令和２年度 令和３年度

イノシシ ２５０ ３５０ ３５０

ヌートリア １,１００ １,１００ １,１００

カラス ２００ ２００ ２００

カワウ ２５０ ２５０ ２５０

ニホンジカ １５ １５ １５

アライグマ １０ １０ １０

捕 獲 等 の 取 組 内 容

（米子市全域）

○イノシシ

捕 獲 手 段：囲いわな・箱わな・くくりワナとし、止め刺しに銃器を基本とする。

実施予定時期：通年（狩猟期を除く）

○ヌートリア

捕 獲 手 段：箱わなを基本とする。

実施予定時期：通年

○カラス

捕 獲 手 段：随時及び県内一斉捕獲（銃器）を基本とする。

実施予定時期：通年（一斉捕獲は２回／年）
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（４）許可権限委譲事項

４．防護柵の設置等に関する事項

（１）侵入防止柵の整備計画

（削除）

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組

（４）許可権限移譲事項

４ 防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項

（１）侵入防止柵の整備計画

（新設）

○カラス

捕獲手段：随時及び県内一斉捕獲（銃器）を基本とする。

実施予定時期：通年（一斉捕獲は２回／年）

○カワウ

捕獲手段：銃器を基本とする。

実施予定時期：稚魚の放流から解禁までの期間及び落ち鮎の時期

○ニホンジカ

捕獲手段：くくりわなを基本とし、止め刺しに銃器を基本とする。

実施予定時期：通年（狩猟期を除く）

○アライグマ

捕獲手段：箱わなを基本とする。

実施予定時期：通年

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容

対象地域 対象鳥獣

米子市 該当なし

対象鳥獣 整備内容

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度

イノシシ ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 1,224m ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 3,000m

電気柵 5,000m

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 3,000m

電気柵 5,000m

対象鳥獣 取組内容

令和 4年度～令和 6年度

○カワウ

捕 獲 手 段：銃器を基本とする。

実施予定時期：稚魚の放流から解禁までの期間及び落ち鮎の時期

○ニホンジカ

捕 獲 手 段：くくりわなを基本とし、止め刺しに銃器を基本とする。

実施予定時期：通年（狩猟期を除く）

○アライグマ

捕 獲 手 段：箱わなを基本とする。

実施予定時期：通年

対象地域 対 象 鳥 獣

米子市 該当なし

整備計画の設定の考え方

侵入防止柵が整備されていくに従い未整備地に被害が移行していくので、今後も継続して

計画的・効果的な整備を進める。

（単位：ｍ）

柵の種類 対象鳥獣 H26 H27 H28 H29 H30

電気柵
イノシシ

5,490 11,879 1,905 － －

ワイヤーメッシュ柵 － － － 2,000 －

対象鳥獣
整 備 内 容

平成３１年度 令和２年度 令和３年度

イノシシ
ワイヤーメッシュ柵

電気柵 ２,０００ｍ

ワイヤーメッシュ柵

電気柵 ２,０００ｍ

ワイヤーメッシュ柵

電気柵 ２,０００ｍ
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５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関

する事項

（１）関係機関等の役割

（２）緊急時の連絡体制

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に関する事項

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法

（２）その他被害防止に関する取組

５ 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処の関

する事項

（１）関係機関等の役割

（２）緊急時の連絡体制

６ 捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

７ 捕獲をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項

イノシシ ・侵入防止柵設置団体の管理状況の把握を行い、必要に応じて

指導を行う。

年度 対象鳥獣 取組内容

令和

4年度

～

6年度

イノシシ、ヌートリア、

カラス、カワウ、ニホ

ンジカ、アライグマ等

・農作物残さの除去の必要性の周知

・緩衝帯の設置

・放任果樹の撤去の必要性の周知

関係機関等の名称 役割

米子市 ・各機関との連絡調整

・緊急時における住民への防災無線等による注意喚起

鳥取県猟友会米子地区 ・対象鳥獣の捕獲実施

米子警察署地域課 ・緊急時における住民の生命、身体安全確保、パトロール

鳥取県 ・有害鳥獣の捕獲及び被害防止に関する助言

住民

米子警察署
鳥取県西部総合事務所
環境・循環推進課

米子市農林課

鳥取県猟友会米子地区

通報
通報

出動要請

連絡 連絡

捕獲した有害鳥獣については、埋設処分する。

年 度 対象鳥獣 取 組 内 容

平成３１年度

イノシシ、ヌートリア、

カラス、カワウ、

ニホンジカ、アライグマ等

・農作物残さの除去

・緩衝帯の設置など

・放任果樹等の撤去

令和２年度

イノシシ、ヌートリア、

カラス、カワウ、

ニホンジカ、アライグマ等

・農作物残さの除去

・緩衝帯の設置など

・放任果樹等の撤去

令和３年度

イノシシ、ヌートリア、

カラス、カワウ、

ニホンジカ、アライグマ等

・農作物残さの除去

・緩衝帯の設置など

・放任果樹等の撤去

関係機関等の名称 役割

鳥取県猟友会 捕獲実施

鳥取県 捕獲についての助言

米子警察署 住民の安全確保

緊急時には、猟友会・県（担当）と携帯電話による連絡体制ができている。

捕獲した有害鳥獣については、埋設処分する。

予定なし
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（２）処理加工施設の取組

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組

９．被害防止施策の実施体制に関する事項

（１）協議会に関する事項

（２）関係機関に関する事項

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

８ 被害防止施策の実施体制に関する事項

（１）被害防止対策協議会に関する事項

（２）関係機関に関する事項

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

予定なし

予定なし

予定なし

協議会の名称 米子市鳥獣被害防止対策協議会

構成機関の名称 役割

米子市

・被害防除に関すること

・捕獲対策に関すること

・協議会の運営に関すること

米子市農業委員会 ・農地に関すること

鳥取西部農業協同組合

・被害防除に関すること

・鳥獣による農業被害に関すること

・協議会の運営に関すること

鳥取県農業共済組合西部支所 ・鳥獣による農業被害に関すること

日野川水系漁業協同組合

・被害防除に関すること

・鳥獣による水産被害に関すること

・協議会の運営に関すること

鳥取県猟友会米子地区

・鳥獣の捕獲体制に関すること

・担い手の研修に関すること

・捕獲技術の研修等に関すること

鳥取県西部総合事務所

農林局・環境建築局 ・全体計画の助言に関すること

ほうきジビエ推進協議会 ・ジビエ推進に関すること

関係機関の名称 役割

鳥取県鳥獣対策センター ・有害鳥獣捕獲及び被害防止の助言に関すること

鳥取県緑豊かな自然課 ・全体計画の支援に関すること

設置の必要性について改めて検討する。

被害防止対策協議会の名称 米子市鳥獣被害防止対策協議会

構成機関の名称 役 割

米子市

・被害防除に関すること

・捕獲対策に関すること

・協議会の運営に関すること

米子市農業委員会 ・農地に関すること

鳥取西部農業協同組合

・被害防除に関すること

・鳥獣による農業被害に関すること

・協議会の運営に関すること

鳥取県農業共済組合西部支所 ・鳥獣による農業被害に関すること

日野川水系漁業協同組合

・被害防除に関すること

・鳥獣による水産被害に関すること

・協議会の運営に関すること

鳥取県猟友会米子地区

・鳥獣の捕獲体制に関すること

・担い手の研修に関すること

・捕獲技術の研修等に関すること

鳥取県西部総合事務所

農林局・生活環境局・地域

振興局

・全体計画の助言に関すること

ほうきジビエ推進協議会 ・ジビエ推進に関すること

関係機関の名称 役 割

鳥取県鳥獣対策センター

鳥取県緑豊かな自然課
・全体計画の支援に関すること

予定なし
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（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

９ その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

各関係機関と密に連携し、有害鳥獣の捕獲・防除に対する実施体制を整えていく

が、地域での環境整備の取組も強化することで、効果的な被害防止対策を講じてい

く必要がある。

近隣市町村と有害鳥獣の被害状況及び出没情報の共有を図り、本市における有害

鳥獣の生息域の拡大及び被害拡大を未然に阻止することが必要である。

専門家の指導による現地研修会等を開催し、イノシシ及びカラスの効果的な被害防

止対策等についての啓発活動を行う。


